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1 R7.5.30 R7.7.11
渋谷駅東口駅前広場ステップ
図

3 1
交通局自動車
部計画課

2 R7.5.30 R7.7.11
渋谷駅東口駅前広場ステップ
図

3 1
交通局自動車
部計画課

3 R7.5.30 R7.7.11

渋谷区から令和６年11月４日
及び同年12月14日のバス停移
動に関する連絡が初めてきた
日が分かる文書（渋谷駅東
口）

1
請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在
しないため

交通局自動車
部計画課

4 R7.5.30 R7.7.11
出張命令票（実施を兼ねる）
令和６年度分、令和７年度分

60 1 1

「当該職員の職員番号」「自宅の最寄り駅並びに
自宅の最寄り駅から目的地までの行程距離及び運
賃」
当該箇所は、個人に関する情報で、特定の個人を
識別することができるものであり、公にすること
により、個人の権利利益を害するおそれがあるた
め（第７条第２号）

交通局自動車
部計画課

5 R7.7.1 R7.7.13

止水板・防水扉点検委託
契約番号：06-20881に係る以
下の内容
図面、内訳書（金入り）、特
記仕様書

73 1
交通局建設工
務部建築課

6 R7.7.2 R7.7.15

令和３年８月24日付３交総第
608号
コールセンター運営業務委託
業者選定に伴うコンペ実施の
審査結果について

2 1
交通局総務部
お客様サービ
ス課

7 R7.7.2 R7.7.15

令和３年度コールセンター運
営業務委託についてのコール
センター運営業務委託業者選
定審査会名簿

1 1 1 1

「役職、部署」
これを公にすることにより、審査委員の特定につ
ながり、率直な意見の交換や公正であるべき審査
に係る意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れがあるため（第７条第６号）
「氏名」
これを公にすることにより、審査委員の特定につ
ながり、率直な意見の交換や公正であるべき審査
に係る意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れがあるため（第７条第６号）
「社名、役職、氏名」
特定の個人を識別することができるため（第７条
第２号）

交通局総務部
お客様サービ
ス課

8 R7.7.2 R7.7.15

令和３年度コールセンター運
営業務委託についての各事業
者の提案書に対する、プレゼ
ン及びヒアリングに対する評
価コメント

1
当該公文書は、実施機関では作成しておらず、存
在しないため

交通局総務部
お客様サービ
ス課

9 R7.7.4 R7.7.18
「口座利用者数一覧」
「東京都交通局職員の給与の
口座振り込みに関する要綱」

4 1
交通局職員部
労働課

10 R7.7.4 R7.7.18
東京都交通局企業職員の給料
等に関する規定（昭和33年交
通局規程第14号）

1
当該公文書は、東京都ホームページにて公表され
ているため（東京都情報公開条例第18条第２項に
該当）

交通局職員部
労働課
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R7.4.9 R7.7.24 197 1 1 1 1 1
交通局総務部
総務課

11

「支払先法人の印影」
印影については、公にすることにより偽造等のた
め当該法人の財産等への不法な侵害を招くおそれ
があるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易
にするおそれがあるため（第７条第４号）
「支払先法人の口座情報」「支払先法人の連絡
先」
当該法人が公表しておらず、公にすることによ
り、当該法人の事業運営上の地位が損なわれるた
め（第７条第３号）
「契約代理人の情報」
当該法人が公表しておらず、公にすることによ
り、特定の個人を識別することができる情報であ
るため（第７条第２号）
「公表していない直通電話番号及び内線番号」
公にすることにより、業務に関係のない電話の着
信が生じるなど、実施機関における事務事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（第７
条第６号）
「見積書の内訳及び備考欄」「契約書のライセン
ス数の内訳」「契約金額の内訳」「請求書の内
訳」「見積書の内訳」
公にすることで、当該法人の価格設定情報を知ら
れることになり、当該法人の競争上及び事業運営
上の地位が損なわれると認められるため（第７条
第３号）
「支払先法人の担当者氏名」「出納印に記載され
た氏名」
特定の個人を識別することができる情報であるた
め（第７条第２号）
「お客様番号」「取引番号」「領収書番号」
当該法人の内部管理に係る情報であり、当該法人
の事業運営上の地位が損なわれるため（第７条第
３号）
「支払先法人の代表者サイン」
サインについては、公にすることにより偽造等の
ため当該法人の財産等への不法な侵害を招くおそ
れがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容
易にするおそれがあるため（第７条第４号）

2交総第1004号東京都交通局文
書等集配業務委託（長期継続
契約）、4交総第887号乗車証
発行機の保守業務委託（単価
契約）、4交総第892号保管文
書の廃棄委託（単価契約）、4
交総第893号交通局文書目録作
成委託（単価契約）、4交総第
894号文書の保存委託（単価契
約）、4交総第984号労働者派
遣（秘書アシスタント業務）
（単価契約）、4交総第1147号
令和５年度における官報情報
検索サービスの利用について
（継続）、4交総第1158号イン
ターネットによる行財政情報
の受信契約の締結について、4
交総第1161号判例情報等検索
サービス等の受信契約の締結
について、4交総第1263号普通
乗用自動車の運行管理業務委
託（単価契約）、4交総第1400
号普通乗用自動車の運行管理
業務委託（単価契約）、5交総
第345号文書の殺虫、殺卵、除
菌、除塵等処理委託、5交総第
1076号海外出張に伴う通訳の
手配にかかる支出（資金前
渡）【Maas（Mobility as a
Service）導入事例等の実態調
査】、雑費前渡金支払予定書
（９月）、雑費前渡金支払予
定書（１月）、雑費前渡金支
払予定書（３月）


